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番
号
確
認

身
元
（
実
存
）
確
認

対 面 ・ 郵 送 （ 注 １ ）

本
人
確
認
の
措
置

【
Ⅰ
．
本
人
か
ら
個
人
番
号
の
提
供
を
受
け
る
場
合
】

②
通
知
カ
ー
ド
【
法
1
6
】

③
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

【
令
1
2
①
】

④
①
か
ら
③
ま
で
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

【
則
３
①
】

ア
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
へ
の
確
認
（個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
）

イ
住
民
基
本
台
帳
の
確
認
（
市
町
村
長
）

ウ
過
去
に
本
人
確
認
の
上
、
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
の
確
認
。

エ
官
公
署
又
は
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
・個
人
番
号
関
係
事
務
実
施
者
か
ら
発
行
・
発
給
さ
れ
た

書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
書
類
（ⅰ

個
人
番
号
、
ⅱ
氏
名
、
ⅲ
生
年
月
日
又
は
住
所
、
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

※
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
発
行
等
す
る
書
類
な
ど
を
想
定
。

①
個
人
番
号
カ
ー
ド
【
法
1
6
】

②
運
転
免
許
証
、
運
転
経
歴
証
明
書
、
旅
券
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
療
育

手
帳
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書

【
則
１
①
一
、
則
２
一
】

③
官
公
署
か
ら
発
行
・
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
、
写
真
の
表
示
等
の
措
置

が
施
さ
れ
、
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
も
の
（ⅰ
氏
名
、
ⅱ
生
年
月
日
又
は
住
所
、

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
【
則
１
①
二
、
則
２
二
】

④
①
か
ら
③
ま
で
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
以
下
の
書
類
を
２
つ
以
上

【
則
１
①
三
、
則
３
②
】

ア
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
、
年
金
手
帳
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書

イ
官
公
署
又
は
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
・個
人
番
号
関
係
事
務
実
施
者
か
ら
発
行
・発
給
さ
れ
た
書

類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
も
の
（ⅰ
氏
名
、

ⅱ
生
年
月
日
又
は
住
所
、
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

①
個
人
番
号
カ
ー
ド

【
法
1
6
】

（
注
１
）
郵
送
の
場
合
は
、
書
類
又
は
そ
の
写
し
の
提
出

※
想
定
さ
れ
る
主
な
も
の
を
抜
粋

【
Ⅱ
．
本
人
の
代
理
人
か
ら
個
人
番
号
の
提
供
を
受
け
る
場
合
】

代
理
権
の
確
認

代
理
人
の
身
元
（
実
存
）の
確
認

本
人
の
番
号
確
認

対 面 ・ 郵 送 （ 注 １ ）

場
合
は
、

①
法
定
代
理
人
（
注
２
）の
場
合
は
、

戸
籍
謄
本
そ
の
他
そ
の
資
格
を

証
明
す
る
書
類
【
則
６
①
一
】

②
任
意
代
理
人
の
場
合
に
は
、

委
任
状

【
則
６
①
二
】

③
①
②
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
官
公
署
又

は
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施

者
・
個
人
番
号
関
係
事
務
実
施

者
か
ら
本
人
に
対
し
一
に
限
り
発

行
・
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
の

代
理
権
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が

適
当
と
認
め
る
書
類

【
則
６
①
三
】

※
本
人
の
健
康
保
険
証
な
ど
を

想
定
。

①
代
理
人
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
運
転
経
歴
証
明
書
、
旅
券
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書

【
則
７
①
一
】

②
官
公
署
か
ら
発
行
・
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
、
写
真
の
表
示
等
の
措

置
が
施
さ
れ
、
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
も
の
（ⅰ
氏
名
、
ⅱ
生
年
月
日
又
は
住

所
、
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
【
則
７
①
二
】

②
’
法
人
の
場
合
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
官
公
署
か
ら
発
行
・発
給
さ
れ
た
書
類
及
び
現
に
個

人
番
号
の
提
供
を
行
う
者
と
当
該
法
人
と
の
関
係
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類
で

あ
っ
て
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
書
類
（ⅰ
商
号
又
は
名
称
、
ⅱ
本
店
又
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
、
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
【
則
７
②
】

③
①
②
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
以
下
の
書
類
を
２
つ
以
上

【
則
９
①
】

ア
公
的
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
、
年
金
手
帳
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書

イ
官
公
署
又
は
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
・個
人
番
号
関
係
事
務
実
施
者
か
ら
発
行
・発
給
さ
れ
た

書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と
認
め
る
も
の
（ⅰ

氏
名
、
ⅱ
生
年
月
日
又
は
住
所
、
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

①
本
人
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
そ
の
写
し
【
則
８
】

②
本
人
の
通
知
カ
ー
ド
又
は
そ
の
写
し
【
則
８
】

③
本
人
の
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
・
住
民
票

記
載
事
項
証
明
書
又
は
そ
の
写
し

【
則
８
】

④
①
か
ら
③
ま
で
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ア
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
へ
の
確
認
（個
人
番
号

利
用
事
務
実
施
者
）
【
則
９
⑤
一
】

イ
住
民
基
本
台
帳
の
確
認
（
市
町
村
長
）
【
則
９
⑤
二
】

ウ
過
去
に
本
人
確
認
の
上
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
確
認
【
則
９

⑤
三
】

エ
官
公
署
又
は
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
・個
人
番
号
関

係
事
務
実
施
者
か
ら
発
行
・発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
が
適
当
と

認
め
る
書
類
（
ⅰ
個
人
番
号
、
ⅱ
氏
名
、
ⅲ
生
年
月
日
又
は
住

所
、
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）
【
則
９
⑤
四
】

※
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
発
行
す
る
書
類
な
ど
を

想
定
。

別
紙

（
注
２
）
法
定
代
理
人
に
は
、
成
年
後
見
人
等
を
想
定
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事 務 連 絡 

平成 28年 10月 03日 

 

各都道府県介護保険担当部（局）担当者 様 

 

厚生労働省老健局振興課 

 

 

介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱いについて 

 

 

 介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについては、そ

の基本的考え方に変更はありませんが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律（平成 26 年法律第 83 号）の施行により、

新たなサービス類型が創設されたことに伴い、「介護保険制度下での居宅サービスの対

価にかかる医療費控除の取扱いについて」（平成 12年６月１日老発第 509号）を、国税

庁との協議の下、別添のとおり改正し、新しい総合事業に関しては平成 27年４月サー

ビス分より、地域密着型通所介護については平成 28年４月サービス分よりそれぞれ適

用することとします。 

 なお、領収証については、様式の改正が行われるまでのものは、利用者からの要望が

あった場合に差し替えるなど、適正なお取り扱いをお願いいたします。 

 貴都道府県内（区）市町村（政令市、中核市も含む）、関係団体、関係機関等にその

周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾なきよう、よろしくお願いいたします。 
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（令和３年４月１日現在（予定））

離島振興対策
実施地域

厚生労働大臣が
別に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

岡山市 犬島 － －

旧御津町
旧建部村
旧上建部村
旧鶴田村

－ あり

玉野市 石島 － － － － あり

備前市
大多府島
鴻島

－ － 全域 全域 あり

瀬戸内市 前島 － － 旧牛窓町 旧牛窓町 －

赤磐市 － － －

旧笹岡村
旧熊山村
旧山方村
旧佐伯北村

旧赤坂町
旧吉井町

あり

和気町 － － －
旧佐伯村
旧和気町

旧佐伯町 あり

吉備中央町 － － －

旧津賀村
旧円城村
旧新山村
旧江与味村
旧豊野村
旧下竹荘村

全域 あり

倉敷市
松島
六口島

－ － － － －

笠岡市

高島
白石島
北木島
真鍋島
小飛島
大飛島
六島

－ －
旧神島内村
旧北木島村
旧真鍋島村

－ あり

井原市 － － －
旧井原市
旧宇戸村
旧芳井町

全域 あり

総社市 － － －

旧池田村
旧日美村
旧下倉村
旧富山村

－ あり

高梁市 －

川上町地頭
川上町七地
川上町三沢
川上町領家
川上町吉木
川上町臘数
備中町志藤用瀬
備中町布瀬
備中町長屋
備中町布賀

－ 全域 全域 あり

新見市 － －
旧新見市
旧大佐町
旧神郷町

全域 全域 あり

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）
（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

市町村名 特別地域加算対象地域（１５％：注１）

旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）
旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）
旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）
旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品
田）

振興山村
（注２）

旧神根村（今崎・神根本・高田・和意谷）
旧三国村（加賀美・多麻・都留岐・笹目）

－

－

旧熊山村2-2（勢力・千躰・奥吉原）
旧山方村（是里・滝山・黒本・黒沢・中山）
旧佐伯北村（稲蒔・光木・石・八島田・暮田）
旧布都美村2-2（合田・中畑・石上・小鎌・西勢
実・広戸）

旧佐伯村（津瀬・米沢・佐伯・父井原・矢田部・
宇生・田賀・小坂・加三方）
旧日笠村（保曽・日笠上・日笠下・木倉）

旧津賀村（広面・上加茂・下加茂・美原・加茂
市場・高谷・平岡・上野・竹部）
旧円城村（上田東・細田・三納谷・上田西・円
城・案田・高富・神瀬・小森）
旧新山村（尾原・笹目・福沢・溝部）

－

－

旧宇戸村（宇戸谷・上高末・烏頭・宇戸）

旧下倉村（下倉）
旧富山村（宇山・種井・延原・槁）

旧中井村（西方・津々）
旧玉川村（下切・玉・増原）
旧宇治村（穴田・宇治・遠原・本郷）
旧高倉村（飯部・大瀬八長・田井）
旧上有漢村（上有漢）
旧吹屋町（吹屋・中野・坂本）
旧中村（布寄・羽根・長地・相坂・小泉）
旧大賀村（仁賀・上大竹・下大竹）
旧高山村（高山・高山市・大原）
旧平川村（平川）
旧湯野村（西山・東油野・西油野）

旧豊永村（豊永赤馬・豊永宇山・豊永佐伏）
旧熊谷村（上熊谷・下熊谷）
旧菅生村（菅生）
旧千屋村（千屋・千屋実・千屋井原・千屋花
見）
旧上刑部村（上刑部・大井野）
旧丹治部村（田治部・布瀬）
旧神代村
旧新郷村
旧本郷村
旧万歳村
旧新砥村
旧矢神村
旧野馳村

１６ 特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域一覧
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離島振興対策
実施地域

厚生労働大臣が
別に定める地域

豪雪地帯
特定農山村地域
（旧市町村名）

過疎地域
辺地
(注３)

浅口市 － － － 旧寄島町 旧寄島町 －

早島町 － － － － － －

里庄町 － － － － － －

矢掛町 － － － 旧美川村 全域 あり

津山市 － －

旧津山市
旧勝北町
旧加茂町
旧阿波村

旧一宮村
旧高田村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村
旧新野村
旧大井西村

旧加茂町
旧阿波村
旧久米町

あり

真庭市 － －

旧湯原町
旧美甘村
旧川上村
旧八束村
旧中和村

旧北房町
旧勝山町
旧津田村
旧美川村
旧河内村
旧湯原町
旧久世町
旧美甘村
旧川上村
旧中和村

全域 あり

美作市 － －
旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村

旧勝田町
旧大原町
旧東粟倉村
旧豊田村
旧巨勢村
旧作東町
旧英田町

全域 あり

新庄村 － － 全域 全域 全域 あり

鏡野町 － －
旧奥津町
旧富村
旧上斎原村

全域 全域 あり

勝央町 － － － － － あり

奈義町 － － 全域 旧豊並村 全域 あり

西粟倉村 － － 全域 全域 全域 あり

久米南町 － － －
旧弓削町
旧竜山村

全域 あり

美咲町 －

上口
小山
栃原
中垪和
東垪和
西

－

旧大垪和村
旧旭町
旧吉岡村
旧南和気村

全域 あり

市町村名

「通常の事業の実施地域」を越えて「中山間地域等」に居住する者へのサービス提供を行った場合の加算対象地域(５％：注１）

特別地域加算対象地域（１５％：注１）
「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対象地域(１０％：注１）

（※）ただし、岡山市及び特別地域加算対象地域を除く地域

振興山村
（注２）

注４：加算対象地域であるか、地名のみでは判断できない指定地域があります。具体的な対象地域については、各市町村にお問い合わせください。

注３：辺地については、別表（辺地地域一覧表）により御確認ください。

-

（令和３年４月１日現在（予定））

-

旧上加茂村
旧加茂町
旧阿波村
旧広戸村（奥津川・川東・市場・案内・羽賀・大
吉・西村・日本原・大岩）
※旧新野村の日本原は該当しません。

旧富原村（若代・下岩・清谷・曲り・古呂々尾
中・若代畝・高田山上・月田本・岩井谷・岩井
畝・上・野・後谷）
旧津田村（野原・舞高・旦土・吉・田原山上・上
山）
旧湯原町（禾津・釘貫小川・下湯原・田羽根・
都喜足・豊栄・仲間・久見・本庄・見明戸・三世
七原・社・湯原温泉）
旧二川村（粟谷・黒杭・種・小童谷・藤森）
旧美和村（余野上・余野下・樫西・樫東・目木・
三崎・中原・台金屋）
旧美甘村（鉄山・黒田・田口・延風・美甘）
旧中和村（下和・初和・別所・真加子・吉田）

旧梶並村（右手・真殿・梶並・楮・東谷上・東谷
下）
旧栗広村2-1（長谷内・馬形・宗掛）
旧大野村（川上・滝・野形・桂坪・笹岡）
旧東粟倉村（後山・太田・川東・中谷・野原・東
青野・東吉田）
旧豊田村（北原・友野・山口・山外野・大原・猪
臥・海内・平田）
旧巨勢村2-1（巨勢・海田）
旧福山村（万善・国貞・鈴家・田渕・柿ヶ原）
旧巨勢村2-2（尾谷）
旧河会村（上山・中川・横尾・北・南・滝ノ宮）

全域

注２：振興山村、豪雪、特定農山村、過疎は平成合併前の旧市町村名で指定されています。

旧美川村（上高末・下高末・宇角・内田）

注１：福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を除く。

－

旧豊並村（馬桑・関本・小坂・高円・皆木・西
原・行方）

全域

旧弓削町（下弓削・西山寺・松・上弓削・塩之
内・羽出木・全間・仏教寺・下二ヶ・上二ヶ・泰
山寺）

旧倭文西村（北・南・里・中）
旧江与味村2-2（江与味）
旧西川村（西垪和・西川・西川上）

旧富村（大・楠・富仲間・富西谷・富東谷）
旧久田村（久田上原・久田下原・黒木・河内・
土生）
旧泉村（井坂・女原・至孝農・杉・西屋・箱・養
野）
旧羽出村（羽出・羽出西谷）
旧奥津村（奥津・奥津川西・下齋原・長藤）
旧上齋原村
旧中谷村（入・山城・中谷）

-
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市町村名

山上・石妻 杉谷 畑鮎 金山寺 北野 勝尾・小田 野口 大田上

和田南 東本宮 土師方上

津山市 物見 河井・山下 黒木 阿波 奥津川 八社 新野山形 西上

玉野市 石島

笠岡市 高島 白石島 北木島 真鍋島 飛島 六島

井原市 野上南部 池井 西星田 黒木 宇頭

総社市 延原・宇山

山際 柴倉 上野 追田 野呂 遠原 秋ヶ迫 西山

楢井 丸岩 陣山 大津寄 西野呂 割出 中野 坂本

吹屋 小泉 長地 上大竹 高山 布賀 平川 湯野

花見 井原 千屋 菅生 足見 土橋 赤馬 宇山

松仁子 法曽 大井野 上油野 三室 高瀬 三坂 青木

田淵 大野 荻尾 久保井野 高野川東

備前市 大多府島 加賀美 都留岐

是里東 是里西 是里中 滝山 中山 八島田・暮田 戸津野 石・平山

合田・中畑 小鎌・石上 中勢実・西勢実

清谷
曲り・

古呂々尾中
後谷 上・岩井畝

高田山上・
野・若代畝

見尾・真賀 神代 吉

田原山上
・上山

別所・佐引 関上 日野上 杉山・日の乢 藤森
杉成・河面
・大杉

粟谷

立石 三野瀬 種 福井 見明戸 鉄山 阿口 樽見

井殿

右手 真殿 梶並 東谷下 東谷上 宗掛 江ノ原 西町

滝 野形 田井 後山 中谷 東青野 山外野 海田

日指 角南 白水 万善 国貞 田渕 柿ヶ原 梶原

小房 宮原 上山 中川 北

大成 上田土 南山方・丸山 奥塩田 北山方 塩田 室原 岸野

日笠上 日笠下 木倉 田原上 田原下 本 清水 大杉・加賀知田

矢掛町 宇内

新庄村 堂ヶ原

鏡野町 近衛 香北 羽出 奥津 上齋原 富

勝央町 上香山

奈義町 皆木

西粟倉村 大茅 坂根 塩谷

久米南町 羽出木 全間 龍山 山手 京尾

長万寺 金堀 大垪和西 和田北 大垪和東 角石祖母 北 里

中 西川上 垪和 小山 大山 高城 定宗本山 上間

吉備中央町 広面 加茂山 津賀西 三納谷 高富 笹目・千守 納地 黒山

美咲町

真庭市

美作市

和気町

赤磐市

○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
　（昭和37年法律第88号）第２条第１項に規定する辺地

　辺地地域一覧（具体的な場所等が不明な場合は、該当市町村に確認すること。） （R3.4.1現在）

辺地名 合計　203辺地

岡山市

高梁市

新見市
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(1)事業所の所在地

(2)区域区分（該当する区分を○で囲ってください。） 　市街化区域 ・ 市街化調整区域 ・ 非線引き区域 ・ 都市計画区域外

(3)用途地域 　指定あり（　　　　　　　　　　）地域　・　指定なし

(4)申請者の名称、代表者の氏名

(5)施設・サービスの種類（建築物用途）

(6)工事区分（該当する区分を○で囲ってください。） 　新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ 既存利用（リフォーム・用途変更）

(7)構造（該当する区分を○で囲ってください。）

(8)階数 　地上　　　　階／地下　　　　階

(9)延べ床面積　(指定申請面積） 　    　　 ㎡　（　 　　　　　　　　　　　　　㎡  ）

(10)建築年月日（新築以外の既存部分）

（平成２０年　２月）制定
（平成２４年　４月）改正
（平成２５年１２月）改正
（平成２７年　８月）改正

※（２）（３）の記載に当たり、必要な場合は、施設（事業所）所在地の市町村都市計画担当部署に確認して
　ください。

介護保険サービス事業等の新規指定申請及び施設（事業所）の
所在地の変更・増改築等をお考えの方へ

「建築物関連法令協議記録報告書」

　新規に介護保険サービス事業等を始める又は施設（事業所）の所在地の変更
や増改築等を行うに当たっては、その施設（事業所）が、人員の基準及び設備
に関する指定基準等に適合している必要があるとともに、都市計画法、建築基
準法、消防法及び県（市）の福祉のまちづくり条例にも適合している必要があ
ります。
　岡山県では、新規指定申請時及び施設（事業所）の所在地の変更や増改築等
に係る届出時（以下「新規指定申請時等」という。）に、「建築物関連法令協
議記録報告書」の提出を求め、都市計画法、建築基準法、消防法及び県（市）
の福祉のまちづくり条例に基づく手続状況等について確認を行うこととしてい
ます。

〈確認手順〉
①　新規指定申請時等までに、あらかじめ関係する行政機関の窓口に（原則
　として）出向いて事前協議を行ってください。
　　事前協議をされる場合には、下記「建築物関連法令協議記録報告書」の
　（様式１）を記入した上で、各階平面図（各室の用途記入）及びある場合
　は建築基準法に基づく「確認済証」・「検査済証」を持参してください。
②　事前協議の後、（様式２）の１～４の「（１）協議記録」の部分を記入
　し、各協議窓口で確認を受けてから、(各協議窓口担当者の求めに応じて）
　写しを提出してください。
③（様式２）の１～４の「（２）手続及び指導事項に係る処理状況」の部分
　は、介護保険サービス事業等に係る新規指定申請時等に記入し、（様式１
　）と併せて提出してください。

　なお、必要な手続は、新規指定申請時等までに完了させる必要があります。

（様式１）【 事前協議前に記入するもの 】

　木造　・　鉄骨造　・　鉄筋コンクリート造　・　（　　　　　　　　　　）

１７ 建築物関連法令協議記録報告
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□

ア　建築基準法施行令第19条第１項に
　　　掲げる施設名

イ　各法令で定める施設
　　又は実施する事業名

ウ　根拠法令

□児童福祉施設

　□　助産施設
　□　乳児院
　□　母子生活支援施設
　□　保育所
　□　幼保連携型認定こども園
　□　児童厚生施設
　□　児童養護施設
　□　障害児入所施設
　　　□　福祉型障害児入所施設
　　　□　医療型障害児入所施設
　□　児童発達支援センター
　　　□　福祉型児童発達支援センター
　　　□　医療型児童発達支援センター
　□　情緒障害児短期治療施設
　□　児童自立支援施設
　□　児童家庭支援センター

児童福祉法第７条
　第３６条
　第３７条
　第３８条
　第３９条
　第３９条の２
  第４０条
　第４１条
　第４２条
　　第４２条第一号
　　第４２条二号
　第４３条
　　第４３条第一号
　　第４３条第二号
　第４３条の２
　第４４条
　第４４条の２

□助産所 　□　助産所 医療法第２条

□身体障害者社会参加支援施設 　□　身体障害者福祉センター
　□　盲導犬訓練施設

身体障害者福祉法第５条
　第３１条
　第３３条

□保護施設
　□　救護施設
　□　更正施設
　□　授産施設
　□　宿所提供施設

生活保護法第３８条
　第３８条第２項
　第３８条第３項
　第３８条第５項
　第３８条第６項

□婦人保護施設 　□　婦人保護施設 売春防止法第３６条

□老人福祉施設

　
　□　老人デイサービスセンター
　□　老人短期入所施設
　□　養護老人ホーム
　□　特別養護老人ホーム
　□　軽費老人ホーム
　□　老人福祉センター
　□　老人介護支援センター

老人福祉法第５条の３
　第２０条の２の２
　第２０条の３
　第２０条の４
　第２０条の５
　第２０条の６
　第２０条の７
　第２０条の７の２

□有料老人ホーム 　□　有料老人ホーム 老人福祉法第２９条

□母子保健施設 　□　母子健康センター 母子保健法第３章第２２条

□障害者支援施設 　□　障害者支援施設 障害者総合支援法第５条第１１項

□地域活動支援センター 　□　地域活動支援センター 障害者総合支援法第５条第２５項

□福祉ホーム 　□　福祉ホーム 障害者総合支援法第５条第２６項

□ 上記に該当しない施設等である。
　→　※施設等で行う福祉サービスの概要（上記に掲げる法令上のサービスの種別・根拠条項及び居住・宿泊の
　　　   有無を含む）を記入してください。

（様式１）【 事前協議前に記入するもの　つづき 】
※下記の項目については、福祉担当部署に確認の上、記入のこと。

次に該当する施設等（児童福祉施設等）である。
　→　※ア・イ欄の該当箇所をチェックしてください。

□障害福祉サービス事業
　□　生活介護
　□　自立訓練
　□　就労移行支援
　□　就労継続支援

障害者総合支援法第５条第１項
　第５条第７項
　第５条第１２項
　第５条第１３項
　第５条第１４項
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１　都市計画法（開発許可）担当部署との協議

（１）協議記録

　　　　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

２　建築基準法担当部署との協議

（１）協議記録

　　　　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

・新築

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

協　議

内　容

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　（○印を付してください。）
 　　有　（施工状況報告 ・ 確認申請（用途変更） ・完了検査申請・　　　　　　　　　　　　　　     　　　）
　　 無

　＜担当部署からの指導事項＞

建築基準法上の用
途

建築
確認
状況

（○印を付
してくださ

い。）

・既存
・確認済み　（　　　　　　　年　　　　月　　　　日/番号                /用途　　　　　　            ）
・無確認
・確認申請不要

・確認済み　（　　　　　　　年　　　　月　　　　日/番号                /用途　　　　　　　　　　　　）
・確認申請中
・確認申請不要

協議日時

協　議

内　容

　・市街化調整区域に立地するか、否かについて　　 有　・　無　（○印を付してください。）
     → 有の場合は、建築物の所有状況    自己所有　・　賃貸　・　その他　（　　　          　　　）

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　　有　・　無　（○印を付してください。）
 　　→ 有の場合は、手続の内容　（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　）

　＜担当部署からの指導事項＞

（注） 上記１の協議のうち、特に市街化調整区域においては、都市計画法上の立地要件と技術的基準の両方
を満たす必要があり、要件を満たさないものは許可されません。また、サービスの種類によっては許可さ
れない場合があります。

②　「（２）手続及び指導事項に係る処理状況」の部分は、新規指定申請時等までに記入してください。

③　下記担当部署との協議に使用する建築図面は、新規指定申請時等に使用する図面と同一のものとしてくださ
い。

協議日時

（様式２）【 事前協議後に記入するもの 】

　この様式は、介護保険サービス事業等の新規指定申請及び施設（事業所）の所在地の変更や増改築に係る届出
をする場合（以下「新規指定申請時等」という。）に、以下に記入する都市計画法等の協議の状況等について、確認
するためのものです。各担当部署との協議及び手続等の状況について記載をお願いします。

①　「（１）協議記録」の部分は、事前協議後、速やかに記入し、各協議窓口で、内容の確認を受けてください。
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（１）協議記録

　　　　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

　　　　　　年　　　月　　　日 担当部署

：　　　　～　　　　： 担当者名 （℡　　　　　　　　　　）

（２）手続及び指導事項に係る処理状況

（注）

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　　有　・　無　（○印を付してください。）
　
 　　→ 有の場合は、手続の内容　（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　）

　＜担当部署からの指導事項＞

協　議

内　容

協議日時

４　県（市）の福祉のまちづくり条例担当部署との協議

（１）協議記録

上記４については、該当する施設（事業所）が訪問系サービスの用途に供する3,000㎡未満の事務所の
みの場合は、協議不要です。

（様式２）【 事前協議後に記入するもの　つづき】

３　消防法担当部署との協議

協議日時

　・建物使用開始までに必要な手続の有無について　　　有　・　無　（○印を付してください。）
　 　　→ 有の場合は、手続の内容　（          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　）協　議

内　容

（消防法施行令別表第１の適用項）
　　□（５）項ロ　　　　□（６）項ロ　　　　□（６）項ハ　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　□　該当なし

　＜担当部署からの指導事項＞

183



建築場所　 都市計画法（開発許可）担当部署 建築基準法担当部署 消防法担当部署 福祉のまちづくり条例担当部署

岡山市消防局予防課
TEL086-234-9974
岡山市北消防署予防係
TEL086-226-1119
岡山市中消防署予防係
TEL086-275-1119
岡山市東消防署予防係
TEL086-942-9119
岡山市南消防署予防係
TEL086-262-0119
岡山市西消防署予防係
ＴＥＬ086-256-1119
倉敷市消防局予防課
TEL086-426-1194
倉敷消防署予防係
TEL086-422-0119
水島消防署予防係
TEL086-444-1190
倉敷玉島消防署予防係
TEL086-522-3515
児島消防署予防係
TEL086-473-1190
※来局・来課する場合は、事前
　 に倉敷市消防局予防課に電
   話すること。

津山市
岡山県土木部都市局
建築指導課開発指導班
TEL086-226-7503

津山市都市建設部
都市計画課建築指導審査係
TEL0868-32-2099

津山圏域消防組合
ＴＥＬ0868-31-1119

【市条例運用】
津山市都市建設部
都市計画課建築指導審査係
TEL0868-32-2099

玉野市
玉野市建設部都市計画課
都市整備・空家対策係
TEL0863-32-5538

玉野市建設部都市計画課
建築指導係
TEL0863-32-5538

玉野市消防本部
ＴＥＬ0863-31-5711

玉野市建設部都市計画課
建築指導係
TEL0863-32-5538

笠岡市
笠岡市建設部
都市計画課
TEL0865-69-2138

笠岡市建設部
都市計画課
TEL0865-69-2141

笠岡地区消防組合
ＴＥＬ0865-63-5119

笠岡市建設部
都市計画課
TEL0865-69-2141

総社市
総社市建設部建築住宅課
建築指導係
TEL0866-92-8289

総社市消防本部
ＴＥＬ0866-92-8342

総社市建設部建築住宅課
建築指導係
TEL0866-92-8289

新見市
新見市建設部都市整備課
建築係
TEL0867-72-6118

新見市消防本部
ＴＥＬ0867-72-2810

新見市建設部都市整備課
建築係
TEL0867-72-6118

備前市
和気町

東備消防組合
TEL0869-64-1119

瀬戸内市
瀬戸内市消防本部
TEL0869-22-1333

赤磐市
赤磐市消防本部
TEL086-955-2244

吉備中央町

岡山市消防局予防課
TEL086-234-9974
岡山市西消防署予防係
ＴＥＬ086-256-1119

高梁市
高梁市消防本部
TEL0866-21-0119

浅口市
（旧金光町）
早島町

倉敷市消防局予防課
TEL086-426-1194

井原市
矢掛町

井原地区消防組合
TEL0866-62-1260

浅口市
（旧金光町を除く）
里庄町

笠岡地区消防組合
ＴＥＬ0865-63-5119

真庭市
新庄村

真庭市消防本部
ＴＥＬ0867-42-1190

美作市
西粟倉村

美作市消防本部
ＴＥＬ0868-72-0119

鏡野町
勝央町
奈義町
久米南町
美咲町

津山圏域消防組合
ＴＥＬ0868-31-1119

倉敷市
倉敷市建設局建築部
建築指導課審査係
TEL086-426-3501

倉敷市建設局都市計画部
開発指導課
TEL086-426-3485

【市条例運用】
倉敷市建設局建築部
建築指導課審査係
TEL086-426-3501

岡山県土木部都市局
建築指導課開発指導班
TEL086-226-7503

岡山県備前県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-233-9847

岡山県備前県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-233-9847

岡山県備中県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-434-7160

岡山県備中県民局建設部
管理課建築指導班
TEL086-434-7160

岡山県美作県民局建設部
管理課建築指導班
TEL0868-23-1260

岡山県美作県民局建設部
管理課建築指導班
TEL0868-23-1260

建築関係法令協議先担当部署一覧表（令和３年１月１日現在）

岡山市

岡山市都市整備局
住宅・建築部
建築指導課審査係
TEL086-803-1446

岡山市都市整備局
住宅・建築部
開発指導課
TEL086-803-1451

岡山市都市整備局
住宅・建築部
建築指導課指導係
TEL086-803-1444
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テキストボックス
 18 建築基準法における定期報告制度



〇定期報告の対象となる特定建築物と報告時期 

No. 用 途 政令で定める規模 

 

 

 

 

 

 

上記に該当する建築物で下記に指

定するもの 

細則で定める規模 
 

 

 

 

 

 

 

上記のいずれかに該当する建築物

で下記に指定するもの 

報告時期 

１ 劇 場 、映 画 館 又 は 演
芸 場  

・ 地 階 又 は ３ 階 以 上 の 階 の
当 該 用 途 に 供 す る 部 分 の
床 面 積 の 合 計 が 100 ㎡ を
超 え る も の  

・当 該 用 途 に 供 す る 部 分（ 客
席 の 部 分 に 限 る 。）の 床 面
積 の 合 計 が 200 ㎡ 以 上 の
も の  

・主 階 が １ 階 に な い も の（ 劇
場 、 映 画 館 、 演 芸 場 に 限
る 。 ）  

 平 成 28 年 及
び 同 年 以 後 3
年 ご と の 年
の 4 月 1 日
か ら 12 月
31 日 ま で  

２ 観 覧 場 （ 政 令 に あ
っ て は 屋 外 観 覧 場
を 除 く 。 ） 、 公 会
堂 又 は 集 会 場  

そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床
面 積 の 合 計 が 500 ㎡ を 超 え
る も の  

３ 旅 館 又 は ホ テ ル  ・ 地 階 又 は ３ 階 以 上 の 階 の
当 該 用 途 に 供 す る 部 分 の
床 面 積 の 合 計 が 100 ㎡ を
超 え る も の  

・ ２ 階 に お け る 当 該 用 途 に
供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合
計 が 300 ㎡ 以 上 の も の  

そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床
面 積 の 合 計 が 600 ㎡ を 超 え
る も の 又 は 3 階 以 上 の 階 を そ
の 用 途 に 供 す る も の  

４ 病 院 、 診 療 所 （ 患
者 の 収 容 施 設 が あ
る も の に 限 る 。 ）
又 は 児 童 福 祉 施 設
等  

・ 地 階 又 は ３ 階 以 上 の 階 の
当 該 用 途 に 供 す る 部 分 の
床 面 積 の 合 計 が 100 ㎡ を
超 え る も の  

・ ２ 階 に お け る 当 該 用 途 に
供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合
計  が 300 ㎡ 以 上 の も の
（ 児 童 福 祉 施 設 等 は 高 齢
者 、 障 害 者 等 の 就 寝 の 用
に 供 す る 用 途 に 供 す る 建
築 物 と 読 み 替 え る ） ※  

そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床
面 積 の 合 計 が 600 ㎡ を 超 え
る も の 又 は 3 階 以 上 の 階 を そ
の 用 途 に 供 す る も の  

平 成 29 年 及
び 同 年 以 後 3
年 ご と の 年
の 4 月 1 日
か ら 12 月
31 日 ま で  

５ 百 貨 店 、 マ ー ケ ッ
ト 、展 示 場 、ダ ン ス
ホ ー ル 、遊 技 場 、待
合 又 は 物 品 販 売 業
を 営 む 店 舗（ 床 面 積
が 10 ㎡ 以 内 の も の
を 除 く 。 ）   

・ 地 階 又 は ３ 階 以 上 の 階 の
当 該 用 途 に 供 す る 部 分 の
床 面 積 の 合 計 が 100 ㎡ を
超 え る も の  

・ ２ 階 に お け る 当 該 用 途 に
供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合
計 が 500 ㎡ 以 上 の も の  

・ 当 該 用 途 に 供 す る 部 分 の
床 面 積 の 合 計 が 3,000 ㎡
以 上 の も の  

 

そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床
面 積 の 合 計 が 500 ㎡ を 超 え
る も の  

平 成 30 年 及
び 同 年 以 後 3
年 ご と の 年
の 4 月 1 日
か ら 12 月
31 日 ま で  

６ キ ャ バ レ ー 、カ フ ェ
ー 、 ナ イ ト ク ラ ブ 、
バ ー 、飲 食 店 、公 衆
浴 場（ 細 則 に あ っ て
は 個 室 付 浴 場 業 に
限 る 。）又 は 料 理 店  

そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床
面 積 の 合 計 が 500 ㎡ を 超 え
る も の 又 は 3 階 以 上 の 階 に そ
の 用 途 に 供 す る 部 分 を 有 す
る も の （ 3 階 以 上 に お け る 当
該 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 100
㎡ 以 下 の も の を 除 く 。 ）  

７ 体 育 館 、博 物 館 、美
術 館 、図 書 館 、ボ ー
リ ン グ 場 、 ス キ ー
場 、ス ケ ー ト 場 、水
泳 場 又 は ス ポ ー ツ
の 練 習 場（ 学 校 に 附
属 す る も の を 除
く 。 ）  

・ ３ 階 以 上 の 階 の 当 該 用 途
に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の
合 計 が 100 ㎡ を 超 え る も
の  

・ 当 該 用 途 に 供 す る 部 分 の
床 面 積 の 合 計 が 2,000 ㎡
以 上 の も の  

 
 

 
 

※  政 令 で 定 め る 病 院 、有 床 診 療 所 に つ い て は 、２ 階 の 部 分 に 患 者 の 収 容 施 設 が あ る 場 合 に

限 る 。  

・その用途に供する部分の床面積

の合計が 200 ㎡を超える建築物 

・階数が３以上でその用途に供す

る部分の床面積の合計が 100 ㎡

を超え 200 ㎡以下の建築物 

・その用途に供する部分の床面積

の合計が 200 ㎡を超える建築物 

・避難階以外の階をその用途に供

する建築物 
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ま た 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 就 寝 の 用 に 供 す る 用 途 に 供 す る 建 築 物 に は 、 以 下 の 用 途 に

供 す る 建 築 物 が 該 当 し ま す 。  

・共同住宅及び寄宿舎（サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法（昭和三十八年法律第百三

十三号）第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第

十五項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。） 

・助産施設、乳児院、障害児入所施設 

・助産所 

・盲導犬訓練施設 

・救護施設、更生施設 

・老人短期入所施設（小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所

を含む。）その他これに類するもの（宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含

む。） 

・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

・母子保健施設 

・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス（自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限

る。）を行う事業所（利用者の就寝の用に供するものに限る。） 

 

 〇定期報告の対象となる建築設備等とその報告時期 

（１）定期報告の対象となる設備等 

  ①防火設備（随時閉鎖又は作動をできるもの（防火ダンパーを除く。）に限る。） 

・定期報告の対象となる建築物に設置されている防火設備 

・病院、有床診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途（上記に記載している用

途が対象）に供する部分の床面積の合計が200㎡超の建築物に設置されている防火設備 

注１）建築物の定期報告とは別に、定期報告が必要となります。 

注２）常時閉鎖式の防火設備、外壁の開口部に設けられる防火設備及び防火ダンパーは、

上記の防火設備に該当しません。 

②昇降機 

  ③小荷物専用昇降機（フロアタイプのものに限る。） 

④遊戯施設等 

 

（２）定期報告対象設備等の報告時期 

毎年度に１回の定期報告が必要となります。 

※②～④については（一社）中国四国ブロック昇降機検査協議会が提出先となります。 
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障害福祉課（保護班）

　介護保険法の指定・開設許可を受けた介護機関が生活保護受給者に対して介護サービス
を提供するためには、生活保護法の指定介護機関としても指定を受けている必要がありま
す。
（生活保護法の指定に合わせ中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定にもなります。）

　生活保護法による指定介護機関の指定は、岡山市、倉敷市を除く県内の事業所・施設は、
開設者の指定申請により岡山県知事が行っています。
　なお、従前から、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設は、介護保険法の
指定を受けたときに生活保護法の指定を受けたものとみなされていますので指定申請の必
要はありません。

　生活保護法の改正により、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設以外の
事業所・施設も、平成２６年７月１日以降に介護保険法の指定（介護老人保健施設は開設許
可）がなされた場合は、生活保護法の指定を受けたものとみなされることとなりました。した
がって指定申請は必要ありません。
　また、介護機関を廃止すると生活保護法の指定もその効力を失いますので廃止の届も必
要ありません。
　なお、名称・所在地等変更した場合は、変更の届（様式は岡山県ホームページ（障害福祉
課）に掲載）が必要です。

　ただし、地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除き、あらかじめ生活保
護法による指定が不要な旨を県知事に申し出たときは、生活保護法の指定を受けたものと
はみなされません。
　申し出の様式は岡山県ホームページ（障害福祉課）に掲載していますので、介護保険法の
指定（介護老人保健施設は開設許可）を受ける前に県知事あてに申出書を提出してくださ
い。
　なお、指定を不要とした後に指定が必要となった場合は、指定申請が必要です。

　平成２６年６月３０日までに生活保護法の指定を受けている介護機関は、改正後の生活保
護法の指定を受けたものとみなされます。指定の有効期限はありません。
　名称・所在地等を変更したとき、事業・施設を廃止したときには、その届（様式は岡山県
ホームページ（障害福祉課）に掲載）を県知事あてに提出してください。

　平成２６年６月３０日までに介護保険法の指定（介護老人保健施設は開設許可）を受け生
活保護法の指定を受けていない介護機関で生活保護受給者の利用が見込まれる場合は、
県知事に生活保護法による指定介護機関の指定を申請してください。（申請書類は事業所・
施設の所在地を所管する福祉事務所に提出してください。）
　指定申請書及び誓約書の様式は岡山県ホームページ（障害福祉課）に掲載しています。

１９ 生活保護法による指定介護機関の指定
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介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けようとする 

介護事業者の方へ 

生活保護法第 54条の２第２項の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項においてその例

による場合を含む。）により、介護保険法の規定による指定又は開設許可がな

された場合には、生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関として

指定を受けたものとみなされます。 

生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関としての指定が不要

な場合（※）には、生活保護法第 54条の２第２項ただし書の規定に基づき、

別紙の申出書について必要事項を記載のうえ、岡山県保健福祉部障害福祉課保

護班に提出してください。 

 

［申出書提出先］ 

〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

岡山県保健福祉部障害福祉課保護班 

電話：０８６－２２６－７３４４（保護班直通）           

 

※ 生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定を不要とした場合には、生活

保護及び中国残留邦人等支援を受けている方に対する介護サービスを行う

ことができなくなりますので、十分ご注意ください。 
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（別紙） 

申  出  書 

 

生活保護法第54条の２第２項ただし書の規定に基づき、生活保護法第54条の２第２項（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第１４条第４項においてその例による場合を含む。）に係る指定介護

機関としての指定を不要とする旨申し出ます。 

 

１ 介護機関の名称及び所在地 

   名 称                               

   所在地                               

 

２ 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所 

  ・開設者の氏名及び住所 

※開設者が法人の場合には、法人名、代表者の職・氏名及び主たる事務所の所在地を記載してください。 

    氏名                               

    住所                               

  ・管理者の氏名及び住所 

    氏名                               

    住所                               

 

３ 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類 

   事業の種類                             

 

 

   年   月   日 

岡 山 県 知 事  殿 

               住所                       

      申出者（開設者） 

                氏名                    印 
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20 障害者差別解消法

191

082031
テキストボックス
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084891
テキストボックス
厚労省HPアドレスhttps://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/fukushi_guideline.pdf

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/fukushi_guideline.pdf



